
危機時の対応について 

平成２９年１２月 
中小企業庁 

資料２ 







（参考）日本政策金融公庫における代理貸付のスキームについて 

 日本公庫を債権者として、借入申込受付、審査、貸付決定、契約、資金交付、資産管理にかかるすべ
ての業務を代理店（受託金融機関）に委託し、資金を貸し付ける制度。 

（日本公庫（中小企業事業部門）の代理貸付のスキーム） 

委託手数料 
   ： 実収利息の5.5～14.5％ 

日
本
公
庫 

代
理
店 

貸
付
先 

資金の流れ 

都銀 地銀 信金 信組 その他 

5 102 262 102 4 

（参考）受託金融機関の内訳 

保証責任割合：20％ 保証責任割合：80％ 

※債権者は日本公庫で、代理店は 
 保証人の位置付け。 
（ＢＩＳ規制上、リスクアセットへ 
 のカウントにおいて、代理貸付は 
 一般の融資と位置づけが異なる。） 
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